
災害時における連携協力に関する協定締結式について

上郡町（町長：梅田修作）と兵庫県弁護士会（会長：柴田眞里）との間で、災害時にお

ける連携協力に関する協定締結式行います。

■日時 10 月 20 日（金） 午前 11 時 00 分～

■場所 役場本庁舎４階 402 会議室

■内容

上郡町は、兵庫県弁護士会と「災害時における連携協力に関する協定」を締結します。

本協定は、上郡町内において地震、風水害、その他の災害が発生した場合において、上

郡町の要請に基づき被災町民に対する弁護士相談、生活再建に必要な情報提供を行うもの

で、災害時において町民の安心に寄与するものと期待しています。

【協定の内容】

⑴ 被災者に対する弁護士による相談

⑵ 被災者の生活再建、被災地域の復旧復興その他被災者に有益な情報の提供

⑶ 被災者の支援に必要な事項

■問い合わせ先

部署：上郡町 住民課消防防災係（担当：木村）

住所：赤穂郡上郡町大持 278 番地

TEL：0791-52-1115 FAX：0791-52-6490
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